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案
内

【
平
成
24
年
９
月
１
日
以
降
採
用
】

《
大
学
卒
程
度
》

◦
職
種
・
採
用
予
定
人
員
　
建
築

２
人
程
度

◦
資
格
　
昭
和
53
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
一
級
建
築
士
免
許

ま
た
は
二
級
建
築
士
免
許
を
有
す

る
方
（
学
歴
不
問
）

◦
試
験
方
法
　
教
養
試
験
・
専
門

試
験
・
適
性
検
査
・
口
述
試
験
・

身
体
検
査
・
作
文
試
験

◦
試
験
日
・
会
場
　
６
月
23
日
㈯

・
24
日
㈰
／
市
役
所
本
庁
舎

◦
申
込
期
限　
６
月
１
日
㈮
ま
で

【
平
成
25
年
度
採
用
】

《
①
大
学
卒
程
度
　
前
期
試
験
》

◦
職
種
・
採
用
予
定
人
員
　
行
政

事
務　
９
人
程
度　
土
木　
３
人

程
度　
身
体
障
が
い
者
対
象
（
行

政
事
務
）　
１
人
程
度

◦
資
格
　
昭
和
53
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
（
学
歴
不
問
）
。
身
体

障
が
い
者
対
象
試
験
は
、
前
記
に

加
え
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15

募
集

市
職
員
採
用
試
験

条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
自
力
で

通
勤
が
で
き
、
介
助
な
し
に
職
務

の
遂
行
が
可
能
で
、
活
字
印
刷
の

出
題
お
よ
び
独
力
で
口
述
試
験
に

対
応
で
き
る
方

◦
試
験
方
法
　
▽
第
一
次
試
験
　

教
養
試
験
・
専
門
試
験
・
適
性
検

査　
▽
第
二
次
試
験　
口
述
試
験

・
身
体
検
査
・
作
文
試
験

◦
第
一
次
試
験
日
・
会
場　
７
月

８
日
㈰
／
市
産
業
プ
ラ
ザ
人
材
育

成
セ
ン
タ
ー
（
中
田
）

◦
申
込
期
限　
６
月
８
日
㈮
ま
で

《
②
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
　

前
期
試
験
》

◦
職
種
・
採
用
予
定
人
員
　
行
政

事
務　
３
人
程
度

◦
資
格
　
昭
和
43
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
平
成
24
年

３
月
末
日
現
在
に
お
い
て
民
間
企

業
等
で
の
正
職
員
と
し
て
の
職
務

経
験
（
自
営
業
者
、
団
体
職
員
、

公
務
員
と
し
て
の
職
務
経
験
を
含

む
）
を
５
年
以
上
有
す
る
方
（
学

歴
不
問
）

◦
試
験
方
法
　
▽
第
一
次
試
験
　

教
養
試
験
・
適
性
検
査　
▽
第
二

次
試
験　
口
述
試
験
・
身
体
検
査

・
作
文
試
験

◦
第
一
次
試
験
日
・
会
場
・
申
込

期
限　
①
大
学
卒
程
度　
前
期
試

験
と
同
じ

※
受
験
案
内
お
よ
び
申
込
用
紙
は
、

本
庁
舎
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

※
郵
送
で
の
申
し
込
み
は
、
当
日

消
印
有
効
で
す
。

※
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験

の
合
格
者
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
第
二
次
試
験
の
日
時
お
よ

び
会
場
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格

者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
総
務
課　
内
２
３
１
４

　
県
で
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
と

連
携
し
、
弁
護
士
に
よ
る
巡
回
の

法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◦
日
時
　
５
月
24
日
㈭
、
６
月
７

日
㈭
・
14
日
㈭
・
21
日
㈭
／
午
後

１
時
30
分
～
３
時
50
分
（
要
予
約
）

◦
会
場
　
白
河
商
工
会
議
所
会
議

室
（
道
場
小
路
）

◦
内
容
　
原
発
事
故
に
伴
い
損
害

を
受
け
て
い
る
個
人
ま
た
は
事
業

者
が
対
象
で
、
一
相
談
あ
た
り
30

分
程
度
（
無
料
）

◦
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
原
子
力
賠
償
支
援
課
問
い
合

わ
せ
窓
口
☎
０
２
４
︲
５
２
３
︲

１
５
０
１

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る

太
陽
光
発
電
の
普
及
を
図
る
た
め
、

設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

◦
対
象　
次
の
す
べ
て
の
要
件
に

該
当
す
る
方　

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方　

②
市
内
に
所
有
す
る
住
宅
に
居
住

し
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設

置
し
た
方
、
ま
た
は
市
内
に
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
の
新
築
住

宅
（
建
売
住
宅
を
含
む
）
を
購
入

し
、
居
住
し
て
い
る
方
。
※
店
舗

兼
用
住
宅
も
対
象
で
す
。

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

④
平
成
24
年
４
月
１
日
以
降
に
電

力
事
業
者
と
太
陽
光
発
電
余
剰
電

力
の
受
給
契
約
を
締
結
し
た
方

◦
補
助
対
象
シ
ス
テ
ム　
電
力
事

業
者
へ
余
剰
電
力
を
売
電
で
き
る

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

設
置
時
に
未
使
用
の
も
の

◦
補
助
金
額　
シ
ス
テ
ム
の
出
力

１
ｋ
ｗ
当
た
り
２
万
円
（
上
限
８

万
円
）

◦
申
請
方
法
　
本
庁
舎
企
業
立
地

室
で
、
年
度
内
随
時
受
け
付
け
ま

す
。
申
請
に
は
書
類
（
補
助
金
交

付
申
請
書
、
住
民
票
、
納
税
証
明

書
ほ
か
）
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
本
庁
舎
企
業
立
地
室　
内
２
２

１
９

　
５
月
は
水
防
月
間
で
す
。
水
害

か
ら
大
切
な
生
命
や
財
産
を
守
る

た
め
、
日
ご
ろ
か
ら
水
害
に
対
し

関
心
を
持
ち
、
水
害
対
策
へ
の
準

備
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
本
庁
舎
道
路
河
川
課
　
内
２
２
７
４

　昭和47年６月５日から開催さ
れた国連人間環境会議で、日本の
提案により毎年６月５日を世界環
境デーと定めました。世界各国で、
この日に環境保全の重要性を認識
し、行動の契機とするため各種行
事を行っています。
　日本では、昭和48年度から平成
２年度までは６月５日を初日とす
る１週間を「環境週間」とし、平
成３年度からは６月の１か月間を

「環境月間」として設定していま
す。
　また、平成５年に制定された環
境基本法で、６月５日を環境の日
と定め、国、地方公共団体等は各
種の催しなどを実施することとさ
れています。
　皆さんも改めてご自身の生活習
慣や身の回りの自然に目を向け、
地球温暖化問題や省エネなど「環
境」について考えてみましょう。
　  問本庁舎生活環境課　内2165

毎年６月は「環境月間」
６月５日は「環境の日」

「環境月間」「環境の日」って？
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
の
設
置
費
補
助
金

原
子
力
損
害
賠
償
に

係
る
巡
回
法
律
相
談

水
防
月
間


